
第４次障害者福祉計画についての 

意 見 募 集  

 本市では、障害のある人の社会参画やまちづくり等、市の障害者施策に関する総合的な計画

として、「第４次前橋市障害者福祉計画」を策定します。 

この計画は、平成２８年度に策定した「第３次前橋市障害者福祉計画」の計画期間が今年度

末で終了することに伴い、同計画の見直しを行い、令和８年度から令和１４年度までの７年間

の障害者施策の基本的方向と具体的施策を定めるものです。 

つきましては、この計画案に皆様のご意見を反映させるために、パブリックコメント（意見

募集）を実施します。皆様のご意見をお寄せください。 

 

案 件 名 「第４次前橋市障害者福祉計画」（案）について 

募集期間 令和８年１月５日（月）から令和８年２月５日（木）まで 

資料の公表方法 

市ホームページ、障害福祉課（市保健所１階）、情報公開コーナー（市庁

舎２階）、各支所、各市民サービスセンター、各公民館、各コミュニティ

センター 

※それぞれの公表場所では資料を配布しています。 

意見の提出方法 

１ 郵送     〒371-0014 前橋市朝日町三丁目３６－１７ 

         前橋市保健所内 前橋市福祉部障害福祉課あて 

２ ファクス   ０２７－２２３－８８５６ 

３ 電子メール  syougaifukushi@city.maebashi.gunma.jp 

４ 電子申請   下記からアクセスしてください。 

 （Logo ﾌｫｰﾑ）  https://logoform.jp/f/2aFXl 

 

 

５ 直接提出   障害福祉課（市保健所１階） 

情報公開コーナー（市庁舎２階） 

各支所、各市民サービスセンター、各公民館 

各コミュニティセンター 

そ の 他 

１ 提出の際は、住所・氏名を必ず記入してください。  

２ 提出していただいたご意見について、提出者には直接回答しません

が、後日、ご意見に対する市の考え方を公表します。（その際には、提

出者の住所・氏名は公表しません。） 

３ 意見を提出できる人 

 ・市内に住所または勤務先がある人 

 ・市内の学校に在学する人 

 ・パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する人 

問い合わせ先 
前橋市 福祉部 障害福祉課 障害政策係 

電話 ０２７－２２０－５７１３（直通） 

 

https://logoform.jp/f/2aFXl

